
 静岡県人事委員会は、寒冷地手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月31日 

静岡県人事委員会委員長  小 川 良 昭 ○   

静岡県人事委員会規則７－1225 

   寒冷地手当に関する規則の一部を改正する規則 

寒冷地手当に関する規則（静岡県人事委員会規則7－361）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 

 公署 所在地 

静岡県内 

静岡県立富士山

麓山の村 

富士宮市粟倉

2745番地 

富士宮市立井之

頭小学校根原分

校 

富士宮市根原

155番地 

（略） （略）  
 

別表（第２条関係） 

 公署 所在地 

静岡県内 

  

 

富士宮市立井之

頭小学校根原分

校 

富士宮市根原

155番地 

（略） （略）  
 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


